
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ANO XX  –  Nº 4780 SÃO PAULO, SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2017 R$ 4,00

Rua da Glória, 332 - CEP 01510-000 - São Paulo - SP – Tel. (11) 3340-6060 – www.nikkeyshimbun.com.br

DIRETOR  PRESIDENTE

RAUL  M. TAKAKI

JORNALISTA  RESPONSÁVEL

TAKAO MIYAGUI



フ
ァ
キ
ン
判
事
が
担
当
継
続

と
し
て
提
出
し
た
証
拠
は
不

十
分
」
だ
し
、「
同
社
が
市

場
に
影
響
を
与
え
う
る
未
公

開
情
報
の
発
表
直
前
に
株
式

売
却
や
ド
ル
購
入
を
行
い
、

巨
額
の
収
益
を
得
た
疑
い
が

あ
る
中
、
Ｍ
社
へ
の
資
産
売

却
を
認
め
る
事
は
軽
率
だ
」

と
し
て
い
る
。

　

同
日
午
後
に
は
、
総
弁
護

庁
（
Ａ
Ｇ
Ｕ
）
が
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ

社
と
、
同
社
が
Ｂ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｓ

か
ら
融
資
を
受
け
た
際
の
責

任
者
の
資
産
凍
結
を
求
め

た
。
Ａ
Ｇ
Ｕ
は
資
産
凍
結
要

請
は
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
が
Ｂ
Ｎ
Ｄ
Ｅ

Ｓ
に
与
え
た
損
害
額
（
推
定

８
億
５
千
万
レ
）
が
明
ら
か

に
な
っ
た
際
に
、
凍
結
資
産

か
ら
賠
償
さ
せ
る
た
め
と
し

て
い
る
。
連
邦
会
計
監
査
院

（
Ｔ
Ｃ
Ｕ
）
は
、
要
請
は
受

理
し
た
が
、
内
容
の
検
討
は

数
日
先
に
な
る
と
し
た
。

　
Ｊ
Ｂ
Ｓ
は
、
２
０
日
に
発

表
し
た
総
額
６
０
億
レ
規
模

の
資
産
売
却
計
画
に
先
駆
け

　

最
高
裁
で
２
１
、２
２
の
両
日
、
ラ
ヴ
ァ
・
ジ
ャ
ッ
ト
作
戦
（
Ｌ
Ｊ
）
に
お
け
る

Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
の
報
奨
付
供
述
（
デ
ラ
ソ
ン
・
プ
レ
ミ
ア
ー
ダ
）
を
有
効
な
も
の
と
し

て
認
め
る
か
否
か
の
投
票
が
行
わ
れ
、
２
２
日
午
後
５
時
ま
で
に
６
人
の
判
事
が

デ
ラ
ソ
ン
は
有
効
と
票
を
投
じ
た
。
２
２
日
付
伯
字
紙
が
報
じ
て
い
る
。

を
無
効
に
し
た
り
報
奨
を
変

え
た
り
す
れ
ば
、
麻
薬
犯
罪

な
ど
、
今
後
行
う
捜
査
に
も

影
響
す
る
」
と
語
っ
た
。

　

２
１
日
は
ア
レ
ッ
シ
ャ
ン

ド
レ
・
デ
・
モ
ラ
エ
ス
判
事

が
フ
ァ
キ
ン
判
事
に
賛
成
し

た
と
こ
ろ
で
審
理
が
終
わ
っ

た
。
モ
ラ
エ
ス
判
事
は
テ
メ

ル
政
権
下
の
法
相
で
、
ア
エ

シ
オ
氏
と
同
じ
民
主
社
会
党

（
Ｐ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
）
に
在
籍
し
て

い
た
が
、
デ
ラ
ソ
ン
の
有
効

性
を
尊
重
し
た
。

　

審
理
は
２
２
日
も
継
続
し

て
行
わ
れ
、
午
後
５
時
前
ま

で
に
６
人
が
有
効
と
の
票
を

投
じ
、
デ
ラ
ソ
ン
は
有
効
と

判
断
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ノ
ー
長

官
と
フ
ァ
キ
ン
判
事
が
主
張

し
て
い
た
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
の
件
は

フ
ァ
キ
ン
判
事
が
継
続
し
て

担
当
す
る
べ
き
と
の
意
見
も

同
時
に
承
認
さ
れ
た
。

　

２
１
日
、
マ
ル
コ
・
ア
ウ

レ
ー
リ
オ
・
メ
ロ
判
事
は
Ｊ

Ｂ
Ｓ
の
デ
ラ
ソ
ン
の
「
中
身

を
検
証
す
る
こ
と
が
我
々
の

仕
事
だ
」
と
し
、
警
察
の
捜

査
や
司
法
取
引
で
検
察
が
果

　

２
２
日
付
ア
ゴ
ラ
紙
に
よ

る
と
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ド
リ
ア

聖
市
市
長
は
、
セ
ン
ト
ロ
の

名
物
高
架
橋
「
ミ
ニ
ョ
コ

ン
」
を
本
格
的
な
公
園
に
す

る
計
画
を
立
て
て
い
る
と
い

う
。
同
紙
に
よ
る
と
、
沿
道

を
緑
化
し
、
さ
ら
に
ミ
ニ
ョ

コ
ン
内
に
プ
ー
ル
や
ビ
ー

た
し
た
役
割
な
ど
へ
の
口
出

し
を
否
定
し
た
。

　

ル
イ
ス
・
フ
ク
ス
判
事

は
、
今
回
の
審
理
で
「
報
奨

の
内
容
を
変
え
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
司
法
取
引
そ

の
も
の
が
不
確
定
な
も
の
と

な
り
、
供
述
者
の
立
場
を
不

安
定
な
も
の
と
す
る
」
と
し

た
。
セ
ウ
ソ
・
デ
・
メ
ロ
判

事
も
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
と
の
司
法
取

引
の
内
容
を
見
直
す
こ
と
で

Ｌ
Ｊ
以
外
の
捜
査
も
不
安
定

な
も
の
に
な
る
こ
と
を
恐
れ

て
い
る
。

　

１
４
年
の
大
統
領
選
で
の

ジ
ウ
マ
／
テ
メ
ル
・
シ
ャ
ッ

パ
の
当
選
の
是
非
を
問
う
選

挙
高
等
裁
で
の
裁
判
で
、
オ

デ
ブ
レ
ヒ
ト
の
デ
ラ
ソ
ン
を

午
後
５
時
前
に
６
人
賛
成

て
、
Ｍ
社
へ
の
資
産
売
却
交

渉
を
ま
と
め
て
い
た
。

　
Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
が
Ｍ
社
に
売
却

す
る
は
ず
だ
っ
た
資
産
は
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
パ
ラ
グ
ア

イ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
で
の
牛
肉

加
工
生
産
ラ
イ
ン
で
、
そ
の

価
値
は
３
億
ド
ル
（
１
０
億

レ
相
当
）
だ
っ
た
。
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
社
は
、
契
約
書
に
は
、

司
法
が
介
入
す
る
な
ど
し
て

即
時
資
産
引
渡
し
が
行
え
な

い
際
の
諸
条
件
も
決
め
ら
れ

て
い
た
と
発
表
し
た
。

　

Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
は
総
額

５
０
０
億
レ
近
い
負
債
を
抱

え
て
お
り
、
内
１
８
０
億
レ

は
返
済
期
日
が
迫
っ
て
い

イ
テ
判
事
が
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
が

先
週
発
表
し
た
、
同
業
の
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
（
Ｍ
）
社
へ
の

１
０
億
レ
ア
ル
規
模
の
資
産

売
却
を
差
し
止
め
た
。
同
判

事
は
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
は
社
会
経
済

開
発
銀
行
（
Ｂ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
）

か
ら
の
融
資
と
同
社
の
業
務

拡
大
と
の
関
係
を
明
確
に
す

る
事
も
要
請
し
た
。

　

同
判
事
は
、「
Ｊ
Ｂ
Ｓ
社

主
ら
が
報
奨
付
供
述
の
根
拠

　
【
既
報
関
連
】
食
肉
大
手

Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
は
、
カ
ル
ネ
・
フ

ラ
ッ
カ
作
戦
や
５
・
１
７
Ｊ

Ｂ
Ｓ
シ
ョ
ッ
ク
後
、
業
績
不

振
や
株
価
下
落
に
苦
し
ん
で

い
る
。
同
社
は
２
０
日
、
資

産
を
売
却
し
て
当
座
の
資
金

を
確
保
す
る
計
画
を
発
表
し

た
が
、
司
法
当
局
が
同
社
と

そ
の
責
任
者
の
資
産
売
却
な

ど
を
禁
じ
た
と
２
２
日
付
伯

字
各
紙
が
報
じ
た
。

　

２
１
日
朝
、
ブ
ラ
ジ
リ
ア

連
邦
直
轄
区
連
邦
裁
判
所
第

１
０
法
廷
の
リ
カ
ル
ド
・
レ

損
失
抱
え
負
債
返
済
も
ピ
ン
チ

ロ
シ
ア
公
式
訪
問
を
終
了

「
不
当
な
報
復
」と
控
訴
の
意
向

る
。
公
的
銀
行
や
大
手
民
間

銀
行
か
ら
の
融
資
を
受
け
る

の
が
困
難
な
同
社
に
と
り
、

数
少
な
い
選
択
肢
の
資
産
売

却
差
し
止
め
は
大
き
な
ダ

メ
ー
ジ
だ
。

　

一
連
の
動
き
は
Ｊ
Ｂ
Ｓ
社

主
の
ジ
ョ
エ
ズ
レ
イ
・
バ
チ

ス
タ
氏
が
連
警
で
再
供
述
中

に
起
き
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
弁
護
団
は

「
Ｊ
Ｂ
Ｓ
と
そ
の
株
主
た
ち

は
報
復
措
置
の
被
害
を
受
け

て
い
る
」
と
書
面
で
発
表
。

Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
も
「
Ｔ
Ｃ
Ｕ
で
自

ら
の
立
場
を
弁
明
す
る
」
と

し
て
い
る
。

　

Ｂ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
職
員
の
代
表

組
織
、
Ａ
Ｆ
Ｂ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
は

「
職
員
た
ち
に
落
ち
度
は
な

く
、
公
庫
に
は
い
か
な
る
損

害
も
与
え
て
い
な
い
」
と
し

て
、
資
産
凍
結
措
置
に
抗
議

し
た
が
、
Ａ
Ｇ
Ｕ
は
「
目
的

は
Ｊ
Ｂ
Ｓ
の
犯
罪
捜
査
」
と

釈
明
す
る
文
書
を
出
し
た
。

官
や
最
高
裁
の
エ
ジ
ソ
ン
・

フ
ァ
キ
ン
判
事
へ
の
批
判
も

沸
き
あ
が
り
、
デ
ラ
ソ
ン
の

是
非
を
問
う
声
も
出
た
。

　

こ
の
日
、
フ
ァ
キ
ン
判
事

は
、
ジ
ョ
エ
ズ
レ
イ
氏
の
デ

ラ
ソ
ン
を
「
贈
収
賄
な
ど
の

犯
罪
に
関
す
る
も
の
だ
」
だ

か
ら
有
効
だ
と
し
、
さ
ら
に

司
法
取
引
の
承
認
や
情
報
公

開
は
「
一
人
の
報
告
官
の
責

任
で
行
う
べ
き
も
の
」
と
し

た
。
さ
ら
に
、
供
述
に
伴
う

報
奨
に
つ
い
て
も
、「
報
奨

の
内
容
の
是
非
は
、
捜
査
が

終
わ
り
、
判
決
を
下
す
と
き

に
行
う
べ
き
だ
」
と
し
た
。

　

ジ
ャ
ノ
ー
長
官
も
こ
の
デ

ラ
ソ
ン
は
有
効
と
す
べ
き
だ

し
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
の
件
は
フ
ァ

キ
ン
判
事
が
続
け
て
扱
う
べ

き
と
の
見
解
を
述
べ
、「
事

実
を
知
っ
て
い
て
実
践
で
き

な
い
ほ
ど
悲
し
い
も
の
は
な

い
」
と
発
言
。「
デ
ラ
ソ
ン

カルネ・フラッカ作戦によりＪＢＳ関連食肉加工工場
に立ち入り検査が入った（参考画像・Dênio Simões/
Agência Brasília）

２１日、最高裁でのファキン判事
（Lula Marques/AGPT/FotosPúblicas）

「
中
身
は
裁
判
時
に
検
証
」と
も

テメル大統領

含
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
ジ

ウ
マ
ー
ル
・
メ
ン
デ
ス
判
事

は
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
と
の
司
法
取
引

の
内
容
に
強
く
反
対
し
て
い

た
。

チ
を
設
置
し
よ
う
と
考
え
て

い
る
と
い
う
。
ミ
ニ
ョ
コ
ン

で
の
プ
ー
ル
設
置
は
ハ
ダ

ジ
前
市
長
の
と
き
に
も
実
験

的
に
行
わ
れ
、
話
題
を
呼
ん

で
い
た
。
こ
の
計
画
は
、
建

築
家
の
ジ
ャ
イ
メ
・
レ
ル
ネ

ル
氏
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の

で
も
あ
る
と
い
う
。
ミ
ニ
ョ

コ
ン
は
現
在
で
も
１
日
平
均

７
万
８
千
台
の
車
が
走
る
重

要
な
高
架
橋
だ
が
、
高
架
下

が
浮
浪
者
の
住
処
や
麻
薬
取

引
の
場
所
に
使
わ
れ
、
市
民

に
強
い
悪
印
象
も
与
え
て
い

た
。
果
た
し
て
公
園
化
は
実

行
さ
れ
る
か
。

　
　
　
　
　

◎

　

２
０
日
、
聖
市
西
部
ラ
ッ

パ
の
州
立
校
で
、
マ
ニ
フ
ェ

ス
タ
ソ
ン
を
行
っ
た
生
徒
た

ち
に
対
し
、
止
め
に
入
っ
た

軍
警
が
か
ら
し
ス
プ
レ
ー
ま

で
撒
い
て
い
た
こ
と
が
発
覚

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
５
人

が
病
院
で
手
当
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
。
生
徒

た
ち
は
教
室
の
閉
鎖
に
反
対

し
、
３
０
人
ほ
ど
で
抗
議
を

行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
中
学
生
で
、
病
院
で

手
当
を
受
け
た
生
徒
の
中
に

は
１
１
歳
の
子
供
も
い
た
と

い
う
。
混
乱
を
鎮
め
る
目
的

と
は
言
え
、
そ
こ
ま
で
す
る

こ
と
な
の
か
。

　
　
　
　
　

◎

　

国
際
的
な
話
題
の
多
い
ロ

シ
ア
で
プ
ー
チ
ン
大
統
領
と

首
脳
会
談
ま
で
し
て
き
た

と
い
う
の
に
、
汚
職
疑
惑
の

話
ば
か
り
で
、
そ
の
こ
と
に

メ
デ
ィ
ア
で
ほ
と
ん
ど
触
れ

て
も
ら
え
な
い
テ
メ
ル
大
統

領
。
風
刺
系
の
サ
イ
ト
や
コ

メ
デ
ィ
ア
ン
の
小
噺
に
至
っ

て
は
、「
身
を
か
く
ま
う
た

め
、
帰
国
せ
ず
、
そ
の
ま
ま

ロ
シ
ア
に
亡
命
す
る
の
で

は
」
と
い
う
冗
談
ま
で
飛
び

出
す
ほ
ど
。
大
統
領
の
威
厳

は
失
わ
れ
た
ま
ま
だ
。

　

３
７
人
の
女
性
患
者
を

強
姦
し
た
罪
で
有
罪
判
決
を

受
け
、
禁
固
１
８
１
年
の
刑

で
収
監
さ
れ
て
い
た
ロ
ジ
ェ

ル
・
ア
ブ
デ
ル
マ
ッ
シ
元
医

師
（
７
４
）
が
２
１
日
に
自

宅
軟
禁
措
置
を
受
け
た
と

２
２
日
付
伯
字
各
紙
が
報
じ

た
。
２
０
１
０
年
に
言
い
渡

さ
れ
た
刑
期
は
２
７
８
年
だ

が
、
１
４
年
に
身
柄
が
拘
束

さ
れ
た
後
に
控
訴
し
、
時
効

成
立
分
が
減
刑
さ
れ
た
。

　

聖
州
タ
ウ
バ
テ
地
裁
の
ス

エ
リ
・
オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
判
事

は
、
ア
ブ
デ
ル
マ
ッ
シ
受
刑

囚
が
重
病
で
、
刑
務
所
に
い

て
は
容
体
が
悪
化
す
る
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
、
同
氏
の

自
宅
軟
禁
を
認
め
た
。

　

同
受
刑
囚
は
５
月
１
８
日

よ
り
気
管
支
肺
炎
で
入
院
し

て
お
り
、
退
院
許
可
が
出
し

だ
い
、
電
子
足
輪
を
つ
け
た

状
態
で
聖
市
ジ
ャ
ル
ジ
ン
・

パ
ウ
リ
ス
タ
ー
ノ
区
の
豪
邸

に
戻
る
。

　

同
受
刑
囚
は
、
足
輪
使
用

義
務
が
課
さ
れ
る
他
、
緊
急

医
療
目
的
以
外
で
は
、
裁
判

所
の
許
可
な
く
、
市
外
に
出

る
事
が
出
来
な
い
。

　

同
受
刑
囚
被
害
者
の
会
発

起
人
の
ヴ
ァ
ヌ
ー
ジ
ア
・
ロ

ペ
ス
さ
ん
は
、「
ア
ブ
デ
ル

マ
ッ
シ
が
電
話
や
ネ
ッ
ト
を

使
っ
て
ま
た
付
き
ま
と
っ
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
被

害
者
の
何
人
か
は
パ
ニ
ッ
ク

に
な
っ
て
い
る
。
ア
ブ
デ
ル

マ
ッ
シ
が
刑
務
所
に
戻
る
よ

う
、
被
害
者
の
心
身
の
健
康

状
態
の
鑑
定
書
を
出
し
て
、

法
的
に
戦
う
」
と
し
た
。

　

ア
ブ
デ
ル
マ
ッ
シ
受
刑
囚

を
最
初
に
告
発
し
た
被
害
者

の
一
人
エ
レ
ー
ナ
・
レ
ア
ル

ジ
ー
ニ
さ
ん
は
、「
ア
ブ
デ

ル
マ
ッ
シ
が
や
っ
た
事
は
女

性
の
人
権
を
踏
み
に
じ
る
行

為
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

自
宅
軟
禁
の
判
決
を
女
性
判

事
が
出
し
た
事
は
残
念
だ
。

被
害
者
は
今
も
苦
し
ん
で
い

る
。
１
８
０
年
を
超
え
る
禁

固
刑
を
受
け
た
犯
罪
者
が
２

年
余
り
で
刑
務
所
か
ら
出
て

く
る
の
は
恥
ず
べ
き
事
」
と

語
っ
た
。

　

国
内
で
の
喧
騒
か
ら
遠
ざ

か
る
べ
く
、
１
９
日
に
ロ
シ

ア
に
向
か
っ
た
テ
メ
ル
大
統

領
は
、
２
０
、２
１
日
の
両

日
の
公
式
訪
問
を
終
え
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
に
向
か
っ
た
と

２
０
〜
２
２
日
付
伯
字
紙
・

サ
イ
ト
が
報
じ
た
。

　

大
統
領
と
し
て
初
め
て
の

ロ
シ
ア
公
式
訪
問
は
、
同
国

の
投
資
家
に
伯
国
経
済
が
回

復
に
向
か
っ
て
い
る
事
を
ア

ピ
ー
ル
し
、
伯
国
へ
の
投
資

を
呼
び
込
む
事
な
ど
を
主
な

目
的
と
し
て
い
た
が
、
２
０

日
は
同
国
連
邦
議
会
議
長
と

の
会
談
や
ボ
リ
シ
ョ
イ
・
バ

レ
ー
団
の
公
演
観
賞
な
ど
で

終
わ
っ
た
。
テ
メ
ル
大
統
領

が
主
賓
と
な
る
は
ず
の
企
業

家
達
と
の
会
合
は
、
伯
国
企

業
の
同
国
支
社
長
が
出
席
し

た
だ
け
と
の
報
道
も
あ
り
、

伯
国
産
の
肉
の
安
全
性
を
訴

え
る
な
ど
の
目
的
は
果
た
せ

た
と
は
言
い
が
た
い
。

　

し
か
し
、
２
１
日
は
ク
レ

ム
リ
ン
宮
殿
で
メ
ド
ヴ
ェ
ー

ジ
ェ
フ
首
相
や
プ
ー
チ
ン
大

統
領
と
立
て
続
け
に
会
談
を

行
っ
た
。
テ
メ
ル
大
統
領
と

プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
首
脳
会

談
後
、
テ
ロ
撲
滅
と
国
際
平

和
、
国
際
的
な
安
定
の
た
め

の
協
力
や
各
国
の
汚
職
撲
滅

へ
の
取
り
組
み
な
ど
、
３
５

項
目
に
渡
る
共
同
声
明
に
調

印
し
た
。

　

プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
首
脳

会
談
後
の
会
見
で
、「
伯
国

は
我
々
の
主
要
パ
ー
ト
ナ
ー

の
一
つ
」「
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
を

中
心
に
、
あ
ら
ゆ
る
国
際
機

関
で
緊
密
な
関
係
を
保
ち
、

働
い
て
い
く
」
と
し
て
、
伯

国
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

ま
た
、
伯
国
で
の
南
北
鉄
道

敷
設
と
運
営
に
関
す
る
入
札

へ
の
ロ
シ
ア
企
業
の
参
加
に

つ
い
て
、
伯
国
政
府
と
協
議

す
る
意
向
で
あ
る
事
も
表
明

し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
テ
メ
ル
大

統
領
は
、
２
０
日
の
上
院
社

会
問
題
審
議
委
員
会
で
労
働

法
改
正
案
が
否
決
さ
れ
た
事

は
伏
せ
た
ま
ま
、
伯
国
政
府

は
財
政
改
革
な
ど
に
取
り
組

ん
で
い
る
と
強
調
。「
ロ
シ

ア
同
様
、
伯
国
の
経
済
は
回

復
に
向
か
っ
て
い
る
し
、
イ

ン
フ
レ
抑
制
に
も
成
功
し
て

い
る
」
と
し
た
上
で
、「
両

国
は
今
後
、
よ
り
緊
密
な
関

係
を
築
い
て
い
く
べ
き
だ
」

と
語
っ
た
。

　

テ
メ
ル
大
統

領
は
２
２
日
に

は
ノ
ル
ウ
ェ
ー

に
到
着
し
て
お

り
、
法
定
ア
マ

ゾ
ン
の
保
護
を

中
心
と
し
た
環

境
問
題
な
ど
に

つ
い
て
協
議
す

る
と
共
に
、
伯

国
へ
の
投
資
を

呼
び
込
む
べ

　

ジ
ョ
ア
ン
・
ド
リ
ア
聖
市

市
長
は
２
１
日
、
聖
市
の
公

社
「
Ｓ
Ｐ
ネ
ゴ
シ
オ
」
の
評

議
員
会
議
長
と
し
て
ル
ー
ラ

政
権
時
代
に
商
工
開
発
相
を

つ
と
め
た
ル
イ
ス
・
フ
ェ
ル

ナ
ン
ド
・
フ
ル
ラ
ン
氏
を
指

名
し
た
。
２
２
日
付
伯
字
紙

が
報
じ
て
い
る
。

　

フ
ル
ラ
ン
氏
は
か
ね
て
か

ら
実
業
界
の
大
物
と
目
さ
れ

て
お
り
、
１
９
９
３
年
か

ら
は
食
品
大
手
の
サ
ジ
ア
社

（
現
Ｂ
Ｒ
Ｆ
傘
下
）
の
経
営

審
議
会
議
長
を
つ
と
め
て
い

た
。
そ
う
し
た
実
績
か
ら
、

２
０
０
３
〜
０
７
年
に
は

ル
ー
ラ
政
権
で
商
工
開
発
相

を
つ
と
め
た
。

　

た
だ
、
か
ね
て
か
ら
ル
ー

ラ
氏
や
労
働
者
党
（
Ｐ
Ｔ
）

に
対
し
て
批
判
的
な
発
言
を

繰
り
返
し
て
き
た
ド
リ
ア
市

長
が
、
元
ル
ー
ラ
政
権
の
閣

僚
経
験
者
を
抜
擢
し
た
こ
と

を
意
外
だ
と
感
じ
る
向
き
も

多
い
よ
う
だ
。

　

だ
が
フ
ル
ラ
ン
氏
は
、
か

ね
て
か
ら
ド
リ
ア
市
長
と
は

懇
意
で
、
２
０
１
５
年
か
ら

は
ド
リ
ア
氏
が
２
０
０
３
年

に
設
立
し
た
講
演
企
業
「
Ｌ

Ｉ
Ｄ
Ｏ
」
の
代
表
取
締
役
も

つ
と
め
て
い
た
。

　

フ
ル
ラ
ン
氏
は
サ
ジ
ア
の

経
営
審
議
会
議
長
を
つ
と
め

た
の
み
な
ら
ず
、
現
在
も
テ

レ
フ
ォ
ニ
カ
・
ブ
ラ
ジ
ル
、

テ
レ
フ
ォ
ニ
カ
、
Ｂ
Ｒ
Ｆ
な

ど
の
経
営
審
議
委
員
な
ど
も

掛
け
持
ち
し
て
お
り
、
そ
の

豊
富
な
ビ
ジ
ネ
ス
経
験
を
Ｓ

Ｐ
ネ
ゴ
シ
オ
で
生
か
し
、
市

の
投
資
計
画
を
発
展
さ
せ
る

役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

ＪＢＳのデラソンを有効と判断
　
Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
主
の
ジ
ョ
エ
ズ

レ
イ
・
バ
チ
ス
タ
氏
ら
が
行

い
、
最
高
裁
の
Ｌ
Ｊ
報
告
官

の
エ
ジ
ソ
ン
・
フ
ァ
キ
ン
判

事
が
５
月
に
承
認
し
た
デ
ラ

ソ
ン
は
、
テ
メ
ル
大
統
領
や

ア
エ
シ
オ
・
ネ
ー
ヴ
ェ
ス
上

議
ら
の
政
治
生
命
を
危
う
く

す
る
ほ
ど
重
大
な
内
容
で
、

大
量
の
政
治
家
へ
の
疑
惑
も

暴
露
し
た
た
め
、
国
中
が
混

乱
に
陥
っ
た
。

　

だ
が
、
そ
の
発
言
に
矛
盾

点
や
疑
惑
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
や
、
現
行
犯
立
証
を
急

ぐ
あ
ま
り
、
ジ
ョ
エ
ズ
レ
イ

氏
ら
の
罪
を
問
わ
な
い
と
い

う
司
法
取
引
の
内
容
が
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ロ
ド

リ
ゴ
・
ジ
ャ
ノ
ー
検
察
庁
長

禁
固
１
８
１
年
が
自
宅
軟
禁
に

「
刑
務
所
に
戻
す
」と
被
害
者
た
ち

元
ル
ー
ラ
政
権
閣
僚
が
入
閣

元
商
工
開
発
相
の
フ
ル
ラ
ン
氏

２
２
日
か
ら
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に

最高裁
Ｊ Ｂ Ｓ 社

資
産
売
却
を
司
法
が
ス
ト
ッ
プ

（２）２０１７年 第４７８０号 ６月 ２３日 （金曜日）

ドリア聖市市長

アブデルマッシ

クレムリン宮殿でプーチン大統領（右）と挨
拶を交わすテメル大統領（Beto Barata/PR/
FotosPública）

く
、
同
国
の
投
資
家
達
と
の

会
談
を
行
う
予
定
と
な
っ
て

い
る
。
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